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公益財団法人 日本手工芸作家連合会 会員規約 

 

第１章 総  則 

（設立趣旨） 

第１条 我国の手工芸界は、社会・経済の成長と共に発展し、生活文化の面でも、その向上に大きく

寄与してきた。刺繍、編物、織物、染色、細工物等数多くの技術を手工芸と称しており、これらは

我国の伝統的技術を継承したものと、海外の技術の導入によるもので構成されている。いずれも豊

かな民族性を活かした独創的なもので、趣味、教養の面からだけでなく、産業技術の基礎体力を養

成する上でも非常に重要な存在である。 

２ 昭和４１年１２月に財団法人日本手芸作家連合会を組織し、会員及び手工芸同好者に対して知識

の普及と技術の指導に当たってきた。従来の伝統的指導方針を基盤として技術指導を充実すると共

に、創作研究及び調査を行い、新しい技術教育を実施し、手工芸技能の向上と優良手工芸指導者の

育成を図ってきている。 

３ 平成２５年４月公益財団法人日本手工芸作家連合会（以下「当法人」という。）に法人の組織替

えを行い、公益法人として新たにスタートを切った。手工芸の普及、手工芸技能教育の振興と向上

及び手工芸を通して社会貢献に寄与することを使命とする。 

 

（遵守義務） 

第２条 会員は、本規約を遵守する義務を負うものとする。 

 

第２章 入 退 会 

（入会資格） 

第３条 手工芸の作家、指導者、研究者及び手工芸愛好者等を入会資格保有者とする。 

 

（入会手続き） 

第４条 所定の申込用紙に必要事項を記入の上、別表１の入会金及び年会費を添えて、事務局長宛提

出する。 

２ 事務局長は入会を承認したときは、入会申込者に会員証を授与する。 

 

（会員の種類） 

第５条 当法人の会員の種類は次の通りとする。 

 (１) 正会員とは資格取得を目的とする会員を呼称し、次の３種類とする。 

      イ、支部会員  支部に所属する会員 

      ロ、教室会員  教室に所属する会員 

    ハ、単独会員  支部及び教室に所属しない会員 

 (２) 準会員とは資格取得を目的としない会員を呼称する 

 

（再入会） 

第６条 会員であった者が退会後再入会するときは、新規扱いとし、第４条の規定を準用する。 

 

（退会） 

第７条 会員が当法人を退会するときは、所定の退会届を事務局長宛提出する。 

２ 会員に所属があるときは、所属長を通して所定の退会届を事務局長宛提出する。 
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３ 所属のある会員が、直接所定の退会届を事務局長宛提出したときは、必ず所属長にも退会報告書

を提出しなければならない。 

 

（除名） 

第８条 重大なる法律違反行為、重大なる損害を当法人に与える行為又は当法入の信用を著しく損な

う行為を行った会員は理事会の決議をもって除名することができる。 

２ 年会費納入の督促をするも、２年間連続して年会費を未納の会員は退会したものとみなし、当該

年度末をもって事務局長が会員名簿から除籍するものとする。 

 

（異動） 

第９条 会員は、その所属を異動するときは、異動の事由を付した報告書を事務局長宛提出する。 

２ 異動に関し調整が必要なときは、事務局長が関係者と協議の上、調整する。 

 

（会費） 

第１０条 毎年４月１日現在の在籍会員は４月末までに、別表１に基づき年会費を納入しなければな

らない。 

 

第３章 資格認定 

（資格の種類） 

第１１条 当法人が会員等に授与する資格は、普通科、高等科、講師、助教授及び教授の５種類とす

る。 

２ 資格証書として、普通科及び高等科には修了証を、講師、助教授及び教授には免状を授与する。 

 

（所属会員の修了証取得） 

第１２条 支部又は教室に所属する会員は、次の手続きにより修了証の申請をすることができる。 

 (１) 普通科、高等科の履修年限のそれぞれが１年以上で、所属長がその技量を認めた適格会員が対

象となる。ただし、所属が１年未満の会員についても、手工芸に関する履歴書を提出せしめ、所

属長が普通科、高等科相当の履修年限のそれぞれが１年以上で、その技量を認めた場合は適格会

員とみなすものとする。 

 (２) 前号の会員の修了証を、所属長が別表１の申請料を添えて第Ⅰ公益目的事業部長宛に申請す

る。 

 (３) 普通科と高等科を同時に申請することができるものとする。 

 

（単独会員・非会員の修了証取得） 

第１３条 支部又は教室に所属していない単独会員及び非会員は、次の手続きにより修了証の申請を

することができる。 

 (１) 普通科、高等科の履修年限がそれぞれ１年以上の会員が対象となる。 

 (２) 普通科、高等科相当の手工芸に関する知識・経験・技能を有する非会員が対象となる。 

 (３) 普通科と高等科を同時に申請することができるものとする。 

 (４) 第１号及び第２号に該当する会員及び非会員は、作品１点、手工芸に関する履歴書１通及び

別表１の申請料を添えて第Ⅰ公益目的事業部長宛直接申請する。 

 

（修了証の授与及び登録） 
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第１４条 第Ⅰ公益目的事業部長は、申請書等を審査のうえ、合格者を決定し、修了証を授与する。 

２ 第Ⅰ公益目的事業部長は、審査結果を申請者及び所属長に通知すると共に合格者を機関誌に掲載

発表する。 

３ 合格者は、別表１の登録料を添えて、第Ⅰ公益目的事業部長宛登録申請を行い、第Ⅰ公益目的事

業部長は申請に基づき、それぞれの資格に登録する。 

４ 第Ⅰ公益目的事業部長は、非会員の合格者に対し、資格管理上の理由から当法人への入会を勧奨

するものとする。 

 

（講師、助教授、教授の免状取得） 

第１５条 講師、助教授及び教授の免状は、下記手続きにより申請の上取得する。 

 (１) 講師免状は、高等科修了証取得後の履修年限が１年以上の会員が申請資格を有する 

 (２) 助教授免状は、講師免状取得後の履修年限が２年以上の会員が申請資格を有する 

 (３) 教授免状は、助教授免状取得後の履修年限が２年以上の会員が申請資格を有する 

 (４) 創作作品１点の提出 

 (５) 支部又は教室に所属する会員は、その所属長の推薦の提出。ただし、単独会員等は手工芸に

関する履歴書の提出 

 (６) 前各号を充たす会員は所定の申請用紙に所定の事項を記入の上、別表１の申請料を添えて第

Ⅰ公益目的事業部長経由会長宛申請書を提出する 

 

(申請作品の審査) 

第１６条 会長が指名した手工芸に関する有識経験者で組成する審査委員会において審査のうえ決定

し、申請作品の評価結果を会長へ提出する。 

 

（認可及び登録） 

第１７条 審査委員会は、第１５条に基づいて提出された申請に対し、第Ⅰ公益目的事業部長の所見

及び第１６条に基づく作品評価を参考に審議の上、合格者を決定し、会長が免状を授与する。 

２ 第Ⅰ公益目的事業部長は、申請者本人及び推薦所属長へ審査結果を通知すると共に合格者を機関

誌に掲載発表する。 

３ 合格者は、別表１の登録料を添えて、第Ⅰ公益目的事業部長宛登録申請を行い、第Ⅰ公益目的事

業部長は申請に基づき、それぞれの資格に登録する。 

 

（申請期限等） 

第１８条 認定資格の申請期限は、毎年原則として、創作手工芸展開催日の１週間前までとする。 

２ 資格認定書（修了証又は免状）の発行は年１回とする。 

 

第４章 支部及び教室 

（組織） 

第１９条 会員は、会員及び手工芸愛好家等に対する手工芸に関する教育・育成活動を推進する上で、

公益財団法人日本手工芸作家連合会によって付与された免状資格をもって、支部又は教室を組織す

ることができる。 

２ 支部及び教室はそれぞれ、支部長又は教室長、支部員又は教室員及び生徒をもって構成する。 

３ 支部長、教室長、支部員及び教室員は会員とし、支部又は教室において指導を受ける非会員を生

徒と称する。 
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４ 支部及び教室の運営は、それぞれ支部長又は教室長が責任を持って行うこととする。 

 

（手続） 

第２０条 会員は、第Ⅰ公益目的事業部長経由会長宛に申請し、認可を得て、支部又は教室を組織す

ることができる。 

  尚、会長は認可に当たっては事前に理事会の承認を得るものとする。 

２ 申請書は、次の事項を所定の用紙に記入の上、別表１の認定料を添えて提出する。 

 (１) 申請者（支部長又は教室長）の名称、生年月日、住所、連絡先（電話・メールアドレス） 

 (２) 支部又は教室の名称（原則として申請者の姓とする。) 

 (３) 支部又は教室の所在地（電話・メールアドレス） 

 (４) 支部又は教室を組織する支部員名又は教室員名及び生徒数 

 (５) 支部長及び教室長以外の役員を置くときは、その役職名及び氏名 

 (６) 支部又は教室における指導内容 

 

（資格） 

第２１条 前条の申請ができるのは、教室は講師以上の資格を、支部は教授の資格を有する会員とす

る。 

 

（支部の規模基準） 

第２２条 支部は、支部長と支部員の合計が１５名以上で構成するものとする。ただし、講師以上の

資格を有する者が５名以上所属しているときは、１０名以上で構成することができる。 

２ 支部長は、支部の会員数が前項の定数を下回った場合は、今後の対応等について書面をもって第

Ⅰ公益目的事業部長宛報告しなければならない。 

 

（兼務の禁止） 

第２３条 支部長及び教室長は、他の支部長又は教室長を兼務することはできないこととする。 

 

（支部・教室の活動） 

第２４条 支部長及び教室長は、毎年２月末までに次年度の事業活動計画を、第Ⅰ公益目的事業部長

宛に提出しなければならないものとする。 

２ 支部長及び教室長は、各事業年度終了後１箇月以内に、前事業年度の事業活動実績として次の事

項を、第Ⅰ公益目的事業部長あてに書面をもって報告しなければならない。 

 (１) 通常の指導活動実績 

 (２) 前年度末における支部会員数又は教室会員数と氏名及び生徒数と氏名 

 (３) 前年度中に獲得した会員数と氏名 

 (４) 支部又は教室で実施した通常の指導以外に開催したイベント（展示会・講座・研修会・出張

講師等）の個別内容等の事業活動実績 

３ 支部及び教室における活動は法令及び定款並びに内部諸規程を遵守の上、原則として教育・育成

事業及びこれに付随する会員の募集事業に限定するものとする。 

４ 支部長及び教室長は、催事等事業活動上、本部の支援を必要とするときは、支援要請内容を記載

した申請書を第Ⅰ公益目的事業部長宛申請する。 

５ 支部長及び教室長は、本部が地区催事を行うときは、積極的に参加・支援するものとする。 
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（善管義務） 

第２５条 支部長及び教室長は、公益法人としての自覚と責任を持って、支部又は教室の運営管理を

行う善管義務を負うものとする。 

２ 支部長及び教室長は、支部又は教室において、当法人の信用に重大な影響を及ぼす事態が発生し

たときは、可及的速やかにその事態を第Ⅰ公益目的事業部長宛て報告しなければならない。 

 

（解散） 

第２６条 支部長及び教室長は、支部又は教室を解散するときは、解散事由を付記した解散届出書を

第Ⅰ公益目的事業部長宛提出することを要する。 

 

第５章 補  則 

（改廃） 

第２７条 本規約を変更又は廃止するときは、理事会の承認を得て行うものとする。 

 

  附 則 

１ この規約は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の

認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第１０６条第１項に定める公益法

人の設立の登記の目から施行する。 

２ この規約の改定は、平成３０年２月２４日から施行する。 
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別表１ 

入会金・年会費・申請料・登録料及び認定料 

                               

項   目  金 額 

１．入会金     ３,０００円 

２．年会費 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．正会員 

 (１) 一般会員 

 (２) 普通科 

 (３) 高等科 

 (４) 講師 

 (５) 助教授 

 (６) 教授 

２．準会員 

 

 

   ５,０００円 

   ７,０００円 

   ８,０００円 

  １０,０００円 

  １５,０００円 

  ２０,０００円 

   ２,５００円 

 

３．申請料(審査料・再審査料) 

 

 

 

 

 

 

 

 (１) 普通科 

 (２) 高等科 

 (３) 講師 

 (４) 助教授 

 (５) 教授 

 

 

   ５,０００円 

   ７,０００円 

  １０,０００円 

  ２０,０００円 

    ３０,０００円 

 

４．登録料 

 

 

 

 

 

 

 

 (１) 普通科 

 (２) 高等科 

 (３) 講師 

 (４) 助教授 

 (５) 教授 

 

 

  １５,０００円 

   ２０,０００円 

  ３０,０００円 

  ４０,０００円 

   ５０,０００円 

 

５．認定料 

 

 

 

 

 (１) 教室 

 (２) 支部 

 

 

  ５０,０００円 

 １００,０００円 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 


